
秋
田
県
大
館
市
十
二
所
は
大
館
市
と
鹿
角
市
と
の
市
境
に
ほ
ど
近
く
、
両
市
の
中
心
街
か
ら
お
よ
そ
中
間
地
点
に
位
置
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
久
保
田
藩
と
南
部
藩
と
の
国
境
に
位
置
し
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
番
所
が
お
か
れ
、
ま
た
久
保
田
藩
六
町
の
一
つ
に

（
１
）

数
え
ら
れ
て
い
た
。
大
館
市
や
鹿
角
市
に
お
け
る
法
華
宗
の
教
線
は
元
和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
に
創
立
さ
れ
た
大
館
市
蓮
荘
寺
が

（
２
）

中
心
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
以
降
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
年
）
に
大
館
市
比
内
町
寂
光
院
の
元
と
な
っ
た
草
庵
が
建
立
さ
れ
、
明
治

（
３
）

十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
に
鹿
角
市
花
輪
本
勝
寺
が
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
年
）
に
大
館
市
十
二
所
に
蓮
隆
教
会
（
現
《
蓮
隆
寺
）

（
４
）

が
創
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
十
二
所
地
区
に
お
け
る
お
題
目
の
萌
芽
は
蓮
隆
教
会
創
立
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ

は
、
江
戸
時
代
、
十
二
所
に
蓮
荘
寺
の
檀
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
過
去
帳
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

同
地
区
に
は
題
目
の
刻
ま
れ
た
明
治
十
二
年
と
明
治
二
十
年
に
建
立
さ
れ
た
自
然
石
の
碑
（
題
目
碑
と
称
す
）
が
同
所
的
に
存
在
し
て

吾
Ｏ
）

い
る
。
こ
の
題
目
碑
は
大
館
市
が
昭
和
四
十
六
年
頃
か
ら
市
内
の
石
碑
を
調
査
し
た
石
造
紀
年
物
調
査
に
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
大
館

郷
土
博
物
館
の
デ
ー
タ
に
も
未
登
録
で
あ
り
、
ま
た
蓮
隆
寺
に
も
資
料
が
な
い
た
め
、
建
立
の
目
的
や
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
細
が
不

桂
林
学
叢
第
三
十
二
号
令
和
三
年

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

渡
部
憲
吾
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ず
れ
も
自
然
石
で
あ
り
、
法
塔
堂
（
図
１
）
と
よ
ば
れ
る
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
座
像
が
安
置
さ
れ
た
小
さ
な
お
堂
の
中
に
題
目
碑
①

（
図
２
）
が
あ
り
、
題
目
碑
②
（
図
３
）
は
法
塔
堂
の
入
口
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
法
塔
堂
の
建
立
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、

蓮
隆
寺
前
住
職
渡
部
海
浩
師
（
現
《
本
勝
寺
住
職
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
年
頃
に
蓮
隆
寺
檀
家
の
工
藤
喜
久
蔵
氏
に
法
塔
堂
及
び
題

目
碑
の
存
在
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
の
証
言
を
得
た
。
ま
た
、
ゼ
ン
リ
ン
か
ら
昭
和
六
十
年
十
月
に
発
行
さ
れ
た
住
宅
地
図
に
も
法

塔
堂
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。
一
方
で
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
発
行
の
住
宅
地
図
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
五
十
八

年
頃
か
ら
六
十
年
頃
ま
で
に
法
塔
堂
が
建
て
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
懸
吾
）

図1 法塔堂外観（箪者撮影）

(入I二I横に丸で囲ってあるのが題目碑②）

明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
聞
き
取
り
調
査
や
地
理
的
情
報
、

歴
史
的
観
点
な
ど
の
間
接
的
な
視
点
か
ら
建
立
の
目
的
や
経
緯
の
可
能
性
を
列

挙
し
そ
れ
ぞ
れ
を
検
証
し
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

題
目
碑
は
明
治
十
二
年
五
月
建
立
の
も
の
（
題
目
碑
①
）
と
、
明
治
二
十
年

十
一
月
に
建
立
さ
れ
た
も
の
（
題
目
碑
②
）
の
二
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
い

題
目
碑
は
秋
田
県
大
館
市
十
二
所
上
新
町
に
あ
り
、
一
級
河
川
米
代
川
に
そ

そ
ぐ
別
所
川
の
下
流
部
に
か
か
る
三
階
橋
か
ら
約
五
十
メ
ー
ト
ル
下
流
側
に
あ

る
。
以
下
が
そ
の
座
標
で
あ
る
。
（
さ
。
忌
づ
ご
ご
ｚ
屡
弓
さ
暮
邑
薑
巴

三
、
題
目
碑
の
概
要

二
、
題
目
碑
の
所
在
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不
整
形
で
あ
り
、
題
目
碑
の
一

座
の
高
さ
は
い
れ
て
い
な
い
。

題
目
碑
①
は
高
さ
百
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
も
厚
さ
の
あ
る
部
分
の
周
囲
長
は
二
百
五
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

題
目
碑
②
は
高
さ
百
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
も
厚
さ
の
あ
る
部
分
の
周
囲
長
は
百
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も

不
整
形
で
あ
り
、
題
目
碑
の
下
の
ほ
う
に
厚
み
が
あ
り
、
安
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
さ
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
台

ま
た
、
題
目
碑
②
に
は
以
下
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

次
に
題
目
碑
①
に
は
以
下
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）

南
無
妙
法
蓮
華
経

明
治
十
二
年
五
月
日

佐
藤
伊
吉

工
藤
民
藏

佐
藤
政
吉

畠
山
市
女

高
橘
波
閉
女

花
田
安
喜
女

佐
藤
以
久
女

ｊ
９
ｊ
Ｌ

雲

ｊ
砥

蕊
０

通
密
、
少

凶
悪

I

0

寓咄

割

‘'心齢
図2題目碑①（筆者撮影）

－45－



題
目
碑
①
に
刻
ま
れ
た
名
前
は
「
花
田
安
喜
女
」
、
「
佐
藤
以
久
女
」
、
「
高
橋
波
苗
女
」
、
「
佐
藤
伊
吉
」
、
「
工
藤
民
藏
」
、
「
佐
藤
政

吉
」
、
「
畠
山
市
女
」
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
題
目
碑
②
に
は
「
中
山
久
之
助
」
、
「
工
藤
民
藏
」
の
二
名
を
確
認
し
た
。
こ
の

方
々
の
素
性
を
確
認
す
る
た
め
、
十
二
所
地
区
に
あ
る
長
興
寺
（
曹
洞
宗
）
、
本
光
寺
（
浄
土
真
宗
）
に
調
査
を
依
頼
し
、
ま
た
、
蓮

ど
ち
ら
も
題
目
、
建
立
年
月
、
人
名
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
裏
面
に
文
字
な
ど
が
彫
ら
れ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
題
目
を

揮
毫
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
が
碑
文
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
題
目
の
筆
跡
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
た
め

別
人
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
懲
吾
）

南
無
妙
法
蓮
華
経

四
、
題
目
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
名
前
に
つ
い
て

明
治
二
十
年
十
一
月
日
願
主
中
山
久
之
助

工
藤
民
藏

図3題目碑②（錐者撮影）
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家
の
前
当
主
か
ら
の
話
と
し
て
、

た
が
名
前
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

隆
寺
の
過
去
帳
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
佐
藤
伊
吉
、
佐
藤
政
吉
の
名
前
が
長
興
寺
の
過
去
帳
に
確
認
で
き
、
各
々
曹
洞
宗
寺
院

の
檀
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
工
藤
民
藏
に
つ
い
て
は
蓮
隆
寺
過
去
帳
に
記
載
が
あ
り
、
現
在
蓮
隆
寺
の
檀
家
で

あ
る
工
藤
家
の
先
祖
と
し
て
記
入
さ
れ
て
お
り
、
大
正
十
二
年
十
二
月
に
八
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ

の
大
正
十
二
年
は
蓮
隆
寺
の
創
立
以
前
で
あ
る
た
め
、
工
藤
家
が
蓮
隆
寺
の
檀
家
に
な
っ
た
経
緯
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
以
前
は
蓮
荘

寺
の
檀
家
で
昭
和
二
十
八
年
に
蓮
隆
寺
に
入
植
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
蓮
荘
寺
の
過
去
帳
に
は
工
藤
民
藏
よ
り
前
の
工
藤
家
の
先

祖
の
記
載
は
な
く
、
ま
た
工
藤
家
の
墓
地
は
大
正
十
二
年
に
建
立
さ
れ
て
お
り
、
墓
碑
な
ど
に
も
工
藤
民
藏
よ
り
以
前
の
記
載
は
な

か
っ
た
。
加
え
て
工
藤
家
の
現
当
主
に
確
認
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

「
花
田
安
喜
女
」
、
「
佐
藤
以
久
女
」
、
「
高
橋
波
苗
女
」
、
「
畠
山
市
女
」
に
つ
い
て
も
、
蓮
荘
寺
及
び
蓮
隆
寺
の
過
去
帳
を
当
た
つ

以
上
の
よ
う
に
、
全
員
の
素
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
題
目
碑
は
法
華
宗
や
曹
洞
宗
と
い
っ
た
宗
旨

の
異
な
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

次
に
題
目
碑
や
法
塔
堂
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
の
要
旨
を
以
下
に
示
す
。
ま
ず
蓮
隆
寺
前
住
職
渡
部
海
浩
師
か
ら
前
述
の
工
藤

あ
る
時
、
お
題
目
を
唱
え
る
虚
無
僧
が
来
て
、
お
題
目
を
石
に
彫
り
、
お
題
目
を
唱
え
病
気
で
苦
し
む
人
た
ち
を
癒
し
て
い
た

と
い
う
。
ま
た
、
近
く
に
首
切
り
場
も
あ
り
、
そ
の
因
縁
を
感
じ
、
こ
れ
を
供
養
す
る
意
味
合
い
も
題
目
碑
に
は
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
思
い
が
こ
も
っ
た
題
目
碑
が
雨
ざ
ら
し
に
な
っ
て
い
る
の
を
心
苦
し
く
思
い
、
自
分
や
親
が

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）

五
、
題
目
碑
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
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（
６
）

法
塔
堂
を
建
て
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
。

と
い
う
証
言
を
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
題
目
碑
に
熱
心
に
お
参
り
に
来
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
千
葉
氏
（
故
人
）
の
息
子
さ
ん

ど
う
い
う
経
緯
で
建
て
ら
れ
た
か
は
母
か
ら
は
聞
い
た
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
今
で
も
お
盆
に
は
草
刈
り
な
ど
を
し
て
お
参

（
７
）

り
を
続
け
て
い
る
。
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
こ
が
侍
（
不
詳
）
の
お
墓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
、
五
十
年
以
上
前
か
ら
お
参
り
し
て
い
る
と
い
う
中
山
氏
に
よ
れ
ば
、

（
８
）

決
ま
っ
た
信
者
が
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
道
す
が
ら
み
ん
な
が
拝
ん
で
い
た
。

と
い
う
。
特
に
中
山
氏
は
幼
い
時
、
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
、
身
体
健
全
を
祈
念
し
て
お
参
り
を
続
け
て
い
た
と
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
証
言
を
整
理
す
る
と
、
目
的
や
由
来
に
関
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
は
、
刑
場
の
供
養
碑
（
首
切
り
場
で
亡
く

な
っ
た
人
の
供
養
の
た
め
）
、
侍
の
墓
、
身
体
健
全
・
病
気
平
癒
の
た
め
の
碑
と
い
う
可
能
性
が
浮
上
し
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
お

題
目
を
唱
え
る
虚
無
僧
、
つ
ま
り
法
華
宗
系
統
の
僧
侶
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

か
ら
は
、

題
目
碑
建
立
前
後
に
お
け
る
十
二
所
地
区
の
歴
史
的
事
項
を
以
下
に
列
挙
し
た
（
表
１
）
。

十
二
所
地
区
は
南
部
藩
と
の
藩
境
に
近
く
、
題
目
碑
が
あ
る
場
所
は
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
戦
場
の
一
角
と
な
っ
て
お
り
、
題
目
碑

か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
三
階
橋
で
激
し
い
攻
防
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
館
市
史
な
ど
を
確
認
す
る
と
大
風
や
干
ば
つ
、
洪

水
、
虫
害
な
ど
の
自
然
災
害
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
題
目
碑
は
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
戦
没
者
、
あ
る
い

は
自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑
と
い
う
可
能
性
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）

六
、
題
目
碑
建
立
前
後
の
歴
史
的
背
景
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聞
き
取
り
調
査
お
よ
び
歴
史
的
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
で
題
目
碑
の
目
的
や
由
来
に
つ
い
て
そ
の
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
刑
場
（
首
切
り
場
）
の
供
養
碑
、
侍
の
墓
、
身
体
健
全
・
病
気
平
癒
の
た
め
の
碑
と
い
う
可
能
性
が
浮

表
１
十
二
所
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
及
び
自
然
災
害
等
の
事
項
（
筆
者
作
成
）

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
九
日
戊
辰
戦
争
の
折
、
南
部
藩
が
久
保
田
藩
に
進
軍
。
十
二
所
口
の
戦
闘
は
、

三
階
橋
で
行
わ
れ
、
南
部
軍
が
勝
利
。
十
二
所
町
で
は
寺
社
仏
閣
や
民
家
等
約
四
百
戸
消
失
（
「
大
館
の
歴
史
」
）

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
九
月
七
日
十
二
所
奪
還
作
戦
開
始
二
大
館
の
歴
史
」
）

明
治
元
年
二
八
六
八
）
九
月
二
十
五
日
大
風
、
樹
木
、
人
家
に
被
害
今
大
館
市
史
」
第
五
巻
）

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
月
四
日
大
館
方
面
で
の
戊
辰
戦
争
に
関
す
る
停
戦
交
渉
終
了
（
「
大
館
の
歴
史
」
）

明
治
元
年
二
八
六
八
）
十
二
所
町
の
長
興
寺
、
本
光
寺
、
長
楽
寺
に
戊
辰
戦
争
戦
没
者
の
墓
を
つ
く
る

（
「
大
館
市
史
」
）

明
治
三
年
（
一
八
七
○
）
九
月
十
九
日
大
風
二
十
二
所
往
昔
記
」
）

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
十
一
月
十
一
日
大
風
（
「
十
二
所
往
昔
記
」
）

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
不
作
、
大
干
、
洪
水
（
「
大
館
市
史
」
第
一
巻
）

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
不
作
、
洪
水
、
大
干
、
虫
害
二
大
館
市
史
」
第
一
巻
）

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
七
月
三
十
一
日
十
二
所
町
洪
水
（
「
十
二
所
往
昔
記
」
）

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
二
月
七
日
秋
田
県
花
轄
町
の
信
徒
蓮
荘
寺
桑
山
日
襲
と
計
り
本
勝
寺
を
創
立

（
「
法
華
宗
年
表
」
一
九
三
頁
）

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
五
月
法
塔
建
立
（
碑
文
よ
り
）

明
治
十
二
年
二
八
七
九
）
戊
辰
及
び
西
南
の
役
の
忠
魂
碑
を
建
立
（
「
十
二
所
町
郷
土
読
本
」
）

明
治
二
十
年
（
一
八
七
七
）
十
一
月
法
塔
建
立
（
碑
文
よ
り
）

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）

七
、
題
目
碑
建
立
の
目
的
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上
し
、
歴
史
的
事
項
か
ら
は
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
戦
没
者
の
供
養
碑
、
あ
る
い
は
自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑
と
い
う
可
能

性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
の
信
懸
性
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
あ
り
、
現
在
の
秋
田
市
八

○
犯
罪
者
仕
置
ノ
概
況

○
所
成
敗

大
罪
人
等
ニ
テ
該
所
二
関
ス
ル
罪
ヲ
犯
シ
ラ
ル
モ
ニ
、
其
所
村
居
ニ
テ
斬
首
等
ヲ
行
フ
コ
ト
ァ
リ
。
其
際
ハ
大
番
組
頭
一
人
、

（
Ⅲ
）

支
配
目
付
一
人
、
御
足
軽
住
人
組
頭
二
付
属
セ
シ
メ
出
張
セ
シ
ム
。

と
い
う
よ
う
に
所
成
敗
と
い
う
法
が
整
備
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
役
人
を
出
張
さ
せ
、
大
罪
人
等
を
各
村
々
に
お
い
て
斬
首
な
ど
の

と
あ
り
、

一
方
で
、

刑
場
の
供
養
碑
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
刑
場
跡
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
跡
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い
。
佐
竹
藩
政

に
お
け
る
刑
場
に
つ
い
て
は
、
「
秋
田
市
史
第
三
巻
近
世
通
史
編
」
に
、

く
そ
う
づ

八
橋
村
下
八
橋
の
草
生
津
川
右
岸
、
西
に
羽
州
街
道
と
小
丘
を
の
ぞ
む
と
こ
ろ
は
、
秋
田
藩
の
刑
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
草
生

（
９
）

津
刑
場
と
い
い
、
近
年
ま
で
は
八
橋
刑
場
跡
と
も
呼
ん
だ
。

と
あ
り
、
現
在
の
秋
田
市
八
橋
に
草
生
津
刑
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
秋
田
沿
革
史
大
成
下
巻
」
に
は
、

①
刑
場
の
供
養
碑

既
決
獄
ニ
ア
ル
（
下
牢
）
重
罪
人
ハ
年
々
十
月
二
十
七
日
ヲ
期
シ
、
八
橋
草
生
津
刑
場
二
置
テ
斬
罪
ノ
上
染
首
ス
。
三
日
間
晒

シ
諸
人
二
見
セ
シ
ム
。
其
場
所
左
図
二
如
シ
（
井
上
注
・
原
本
に
図
は
な
い
）
。
又
極
悪
罪
父
殺
火
付
夫
殺
等
ニ
モ
ノ
ァ
ル
ト
キ
ハ
、

（
叩
）

此
日
マ
デ
生
存
セ
シ
メ
ズ
不
時
二
死
刑
ヲ
行
フ
ナ
リ
（
此
日
君
公
御
慎
、
御
出
坐
ナ
シ
）

り
、
重
罪
を
犯
し
た
者
の
処
刑
（
成
敗
）
は
毎
年
十
月
二
十
七
日
に
草
生
津
刑
場
に
お
い
て
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）
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刑
に
処
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
秋
田
県
史
」
で
は
、

た
だ
し
初
期
に
は
、
大
館
・
横
手
に
も
御
仕
置
場
が
あ
り
、
独
自
な
仕
置
き
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
元
禄
年
間
に

廃
止
さ
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
文
化
の
段
階
で
も
「
所
成
敗
」
と
い
っ
て
検
使
・
目
付
・
足
軽
の
ほ
か
、
稜
多
が
城
下
か
ら
出

（

唯

一

向
い
て
現
地
で
死
刑
を
執
行
す
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。
文
化
年
間
（
一
八
○
四
～
一
八
一
八
）
で
も
各
村
に
お
い
て
独
自
の
仕
置
き
（
処
刑
）
が
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
十

二
所
は
当
時
、
久
保
田
藩
六
町
（
久
保
田
、
土
崎
湊
、
能
代
、
横
手
、
大
館
、
十
二
所
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
江
戸
初
期
に
は
十
二
所

城
が
建
設
さ
れ
城
下
町
と
し
て
町
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
幕
府
の
一
国
一
城
令
に
よ
り
元
和
六
年
（
一
六
二
ｇ
に
破
却
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
も
南
部
藩
と
の
国
境
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
か
ら
給
人
の
数
は
増
加
し
、
三
斎
市
の
制
が
た
て
ら
れ
て
町
と
し
て
発

展
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
刑
場
や
そ
れ
に
準
じ
る
場
所
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
示
す
資
料
な
ど

は
残
っ
て
い
な
い
。
一
方
で
「
十
二
所
郷
土
読
本
」
の
「
佐
藤
儀
右
衛
門
断
絶
の
始
末
」
に
、

佐
藤
儀
右
衛
門
は
（
中
略
）
承
応
年
中
時
の
支
配
塩
谷
伯
耆
と
禄
高
売
買
の
一
條
に
て
公
事
に
な
り
久
府
に
登
り
公
場
に
出
る

に
伯
耆
一
乗
院
社
務
法
印
を
頼
ん
で
儀
右
衛
門
を
調
伏
し
冊
之
公
に
出
れ
ば
口
開
く
こ
と
能
は
ず
罪
に
伏
し
七
歳
と
三
歳
の
男

（
咽
）

子
に
割
腹
の
令
あ
り
。
母
方
の
祖
父
岡
本
円
左
衛
門
長
興
寺
墓
の
前
に
行
き
桜
の
花
を
立
て
是
を
見
せ
て
介
錯
す
。

と
あ
り
、
佐
藤
儀
右
衛
門
の
七
歳
と
三
歳
の
息
子
が
長
興
寺
に
あ
る
墓
の
前
で
母
方
の
祖
父
岡
本
円
左
衛
門
に
よ
っ
て
介
錯
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
題
目
碑
周
辺
に
刑
場
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
刑
の
執
行

が
様
々
な
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

題
目
碑
周
辺
は
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
戦
場
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
侍
の
墓
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
そ
の
可

②
侍
の
墓

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）
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（
喝
〉た
。
現
存
す
る
墓
は
建
立
さ
れ
た
年
代
が
『
大
館
市
史
』
と
は
異
な
る
が
、
一
族
の
墓
地
に
一
緒
に
あ
る
こ
と
や
、
墓
碑
に
名
前
が

彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
長
興
寺
に
あ
る
墓
は
当
人
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
題

目
碑
が
侍
の
「
墓
」
と
い
う
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
題
目
碑
が
戦
場
の
一
角
に
あ
る
こ
と
や
現
在
で
も
お
参
り
さ

れ
て
い
る
方
が
い
る
事
か
ら
、
題
目
碑
に
名
前
が
刻
ま
れ
た
方
々
を
中
心
と
し
て
戊
辰
戦
争
の
戦
没
者
の
供
養
碑
と
し
て
建
立
さ
れ

ま
た
、
今
回
の
調
査
で
発
見
で
き
た
の
は
十
名
分
で
あ
っ
た
。
台
座
が
二
段
の
も
の
が
九
基
と
一
段
の
も
の
が
一
基
で
あ
っ
た
。

た
だ
台
座
が
一
段
の
も
の
は
一
族
の
墓
の
台
座
の
上
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
後
年
、
場
所
の
関
係
で
意
図
的
に
一
番
下
の
台
座
が
取

り
除
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
台
座
の
上
に
図
４
の
よ
う
な
墓
碑
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
大
き
さ
は
二
種
類
あ
り
、
墓

碑
の
幅
約
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
五
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
も
う
一
種
類
が
幅

た
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

－－

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
懲
吾
）

a
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皇_｣1
図4戊辰戦争戦没者の墓（筆者撮影）

能
性
は
高
い
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
で
、
明
治
元
年
に
十
二
所
町
の
長

興
寺
、
本
光
寺
、
そ
し
て
現
在
廃
寺
に
な
っ
て
い
る
長
楽
寺
に
戦
没
者

（
Ｍ
）

の
墓
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
長
興

寺
と
本
光
寺
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
が
、
現
存
す
る
も
の
は
長
興
寺

の
墓
地
に
あ
る
大
正
五
年
十
一
月
に
建
立
さ
れ
た
も
の
（
図
４
）
で
、

調
べ
た
限
り
で
は
十
基
確
認
で
き
た
。
そ
の
墓
碑
の
上
部
に
は
「
官
軍

秋
藩
」
、
そ
の
下
に
俗
名
が
彫
ら
れ
、
一
族
の
墓
の
脇
に
建
て
ら
れ

て
い
た
。
な
お
戦
没
者
の
氏
名
は
『
十
二
所
郷
土
読
本
』
に
よ
り
確
認

し
、
十
名
全
員
が
戊
辰
戦
争
で
命
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

は
異
な
る
が
、
一
族
の
墓
地
に
一
緒
に
あ
る
こ
と
や
、
墓
碑
に
名
前
が

は
当
人
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
題

。
た
だ
、
題
目
碑
が
戦
場
の
一
角
に
あ
る
こ
と
や
現
在
で
も
お
参
り
さ
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③
自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑

自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑
に
つ
い
て
は
、
災
害
発
生
の
記
録
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
規
模
や
死
傷
者
数
な
ど
の

記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
明
治
九
年
か
ら
十
一
年
の
三
年
間
、
毎
年
洪
水
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
題
目
碑
付
近
の

洪
水
発
生
リ
ス
ク
及
び
明
治
初
期
に
お
け
る
十
二
所
町
の
洪
水
や
水
害
リ
ス
ク
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
検
証
に
つ
い
て
は

防
災
士
の
資
格
を
も
つ
方
に
協
力
を
依
頼
し
、
航
空
写
真
や
航
空
レ
ー
ザ
ー
測
量
の
成
果
に
基
づ
い
た
起
伏
図
な
ど
か
ら
洪
水
や
水

害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
評
価
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結
果
を
要
約
す
る
と
、

題
目
碑
の
あ
る
三
階
橋
付
近
よ
り
下
流
側
に
扇
状
に
一
段
低
い
地
形
が
確
認
で
き
（
図
５
）
、
そ
の
た
め
、
米
代
川
の
水
位
が

上
が
っ
て
く
れ
ば
影
響
を
受
け
や
す
い
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
河
川
の
合
流
地
点
に
も
近
い
と
い
う
観
点
か
ら
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー

タ
ー
に
よ
り
水
位
が
上
昇
し
や
す
い
場
所
で
あ
る
。
ま
た
、
大
館
市
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
れ
ば
、
千
年
に
一
度
の
洪
水
の

場
合
、
題
目
碑
付
近
で
は
浸
水
三
～
五
メ
ー
ト
ル
深
、
ま
た
は
五
～
十
メ
ー
ト
ル
深
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
米

代
川
か
ら
の
越
水
や
別
所
川
の
越
水
、
別
所
川
を
下
っ
て
く
る
大
量
の
樹
木
や
土
砂
を
含
む
土
石
流
の
影
響
も
あ
り
得
る
場
所

約
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
台
座
の
大
き
さ
も
墓

碑
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
大
小
二
種
に
分
類
で
き
る
。
材
質
は
ど
れ
も
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
形
状
や
材
質
な
ど
が
似
て
い
る
こ
と

（
冊
）

か
ら
同
一
人
物
あ
る
い
は
同
一
機
関
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
墓
の
大
小
に
つ
い
て
は

小
さ
い
も
の
が
四
基
、
大
き
い
も
の
が
六
基
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
区
別
が
さ
れ
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
な
お
本
光
寺

小
さ
い
も
の
が
四
基
、
大
き
い
も
（

と
指
摘
さ
れ
、
題
目
碑
周
辺
は
、

の
墓
地
で
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

と
想
定
さ
れ
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憩
吾
）
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－ －

（
Ａ
）
か
ら
百
六
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
で
、
他
所
よ
り
も
約
五
メ
ー
ト
ル
程
度
、
標
高
が
低
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
は
特
に
水
害
リ
ス
ク
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
胆
日
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
懲
吾
）

〃三階橋■■■一段低い土地②題目碑●番所跡

一三階橋から中島町を経て番所へ通じる道

図5題目碑周辺の地形図（国土地理院ホームページ(hUps://

maps・gsi.gojp/)より。陰影起伏図と淡色地図を重ね合わせたも

のを加工して作成）

水
害
リ
ス
ク
の
高
い
場
所
で

あ
る
と
い
え
る
と
思
う
。

と
の
回
答
が
得
ら
れ
た
。
図
５
中

に
引
い
た
直
線
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
に

お
け
る
断
面
図
が
図
６
で
あ
る
。

縦
軸
に
標
高
値
、
横
軸
に
始
点

（
Ａ
）
か
ら
終
点
（
Ｂ
）
ま
で
の

距
離
を
示
し
て
い
る
。
グ
ラ
フ
中
、

最
低
の
標
高
値
は
米
代
川
の
標
高

を
示
し
て
い
る
。
始
点
（
Ａ
）
か

ら
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
付
近
の
標

高
値
が
突
出
し
て
い
る
部
分
は
線

路
の
敷
設
に
よ
っ
て
盛
り
土
が
な

さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
題
目

碑
周
辺
に
見
ら
れ
る
扇
状
の
一
段

低
い
と
さ
れ
る
区
域
は
始
点

－54－
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図6題目碑付近の断而図

(腱l土地理院の地図において、断而図作成ツールを用いて作成）
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以
上
の
よ
う
に
、
刑
場
の
供
養
碑
や
侍
の
墓
、
自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑
と
い
っ
た
可
能
性
の
信
畷
性
を
検
証
し
て
き

た
。
ま
た
、
中
山
氏
が
言
う
当
病
平
癒
や
身
体
健
全
な
ど
を
祈
願
す
る
場
所
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
可
能
性
が
あ
り
、

ま
た
何
れ
も
題
目
碑
が
何
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も
の
か
と
い
う
明
確
な
目
的
を
示
す
に
は
根
拠
が
不
足
し
て
い
た
と
考
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
中
山
氏
の
証
言
に
あ
っ
た
「
道
す
が
ら
み
ん
な
が
拝
ん
で
い
た
」
と
い
う
の
が
題
目
碑
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
様
々
な
供
養
碑
で
あ
り
、
祈
願
の
場
で
あ
り
、
こ
の
題
目
碑
が
十
二
所
に
居
住
す
る
人
の
み
な

ら
ず
多
く
の
人
が
気
軽
に
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る
信
仰
碑
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
場
所
的
に
も
題
目
碑
が
あ
る
場
所
は
、
南
部
藩
側

か
ら
十
二
所
へ
と
歩
み
を
進
め
る
と
き
、
三
階
橋
を
渡
っ
た
直
後
、
右
に
曲
が
っ
て
川
岸
を
三
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ
ろ
に

あ
り
、
こ
こ
か
ら
本
光
寺
の
北
方
を
進
み
中
島
町
に
出
て
番
所
へ
と
つ
な
が
る
。
明
治
二
年
に
全
国
の
番
所
や
関
所
が
廃
止
さ
れ
、

次
に
、
十
二
所
町
内
の
水
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
明
治
五
年
に
十
二
所
戸
長
が
官
命
に
よ
っ
て
調
査
作
成
し
た
「
士
族

屋
敷
図
」
と
現
在
大
館
市
が
発
行
し
て
い
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
照
合
す
る
（
図
７
）
と
、
町
の
東
側
、
地
図
の
右
側
の
士
族
の
屋

敷
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
浸
水
被
害
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
場
所
か
あ
る
い
は
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
浸
水

が
想
定
さ
れ
る
地
域
が
多
い
。
一
方
、
町
の
西
側
、
地
図
の
左
側
の
士
族
屋
蚊
の
あ
た
り
で
は
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
の
浸

水
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
早
期
の
立
退
き
避
難
が
必
要
と
な
る
河
岸
浸
食
が
想
定
さ
れ
る
地
域
は
市
中
と
さ
れ
る
場
所
の
大

（
Ⅳ
）

半
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
市
中
と
は
「
大
館
市
史
第
２
巻
」
に
よ
る
と
農
家
や
町
家
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
災
害
の
規
模

に
よ
っ
て
は
多
数
の
死
者
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
死
傷
者
の
記
戦
は
「
大
館
市
史
』
や
「
十
二
所
郷
土
読
本
」
に
は
確
認

で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
題
目
碑
付
近
は
水
害
リ
ス
ク
の
高
い
地
域
に
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
こ
の
題
目
碑
が
災
害
で

亡
く
な
っ
た
方
の
供
養
碑
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
も
肯
定
も
で
き
な
い
と
考
え
る
。

④
題
目
碑
建
立
の
目
的

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）
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（
肥
）

明
治
二
十
四
年
に
県
道
工
事
に
よ
っ
て
新
た
な
道
が
出
来
る
ま
で
の
間
、
三
階
橋
か
ら
番
所
へ
と
至
る
こ
の
道
筋
は
移
動
が
自
由
に

な
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
多
く
の
人
が
行
き
か
い
、
こ
の
題
目
碑
を
目
に
し
、
手
を
合
わ
せ
る
に
は
格
好
の
場
所
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

こ
の
題
目
碑
は
誰
が
揮
毫
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
碑
文
に
は
そ
れ
を
示
す
よ
う
な
も
の
は
彫
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

題
目
碑
①
と
②
に
共
通
す
る
人
物
で
あ
る
「
工
藤
民
藏
」
は
蓮
荘
寺
の
檀
家
、
あ
る
い
は
そ
の
教
化
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
工
藤
民
藏
を
通
し
て
蓮
荘
寺
の
住
職
が
題
目
を
揮
毫
し
た
の
で
は
と
い
う
仮
説
を
検
証
し
た
い
。

題
目
碑
①
が
建
立
さ
れ
た
明
治
十
二
年
二
八
七
九
年
）
の
蓮
荘
寺
の
住
職
は
本
騰
院
日
竪
（
桑
山
青
蓮
）
と
い
う
。
日
襲
は
天
保

十
四
年
二
八
四
三
年
）
に
住
職
と
な
り
、
以
来
四
十
二
年
間
に
わ
た
り
檀
信
徒
教
化
、
正
法
弘
通
に
迩
進
し
、
明
治
十
七
年
（
一
八

八
四
年
）
に
七
十
五
歳
で
遷
化
し
て
い
る
。
日
鑿
は
戊
辰
戦
争
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
蓮
荘
寺
の
本
堂
や
庫
裡
を
十
年
の
月
日
を
か
け

（
、
）

て
再
建
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
秋
田
県
日
蓮
教
団
史
」
に
よ
れ
ば
当
時
、
鹿
角
郡
花
輪
村
（
現
在
《
鹿
角
市
花
輪
）
に
蓮
荘
寺
の
檀
家

が
九
軒
あ
り
、
日
肇
は
し
ば
し
ば
出
か
け
て
は
布
教
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
村
の
実
力
者
で
あ
っ
た
大
越
弥
助
を
法
華
宗
の
信

一
鋤
〉

者
に
し
、
明
治
十
一
年
に
信
者
た
ち
と
と
も
に
本
勝
寺
を
創
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
館
市
比
内
町
の
寂
光
院
を
独
立
さ
せ
蓮
荘
寺

（
副
）

の
組
寺
と
す
る
な
ど
内
外
で
精
力
的
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
大
館
市
蓮
荘
寺
か
ら
鹿
角
市
本
勝
寺
ま
で
の
道
の
り
は
現
在
の
道
路
を
用
い
る
と
三
十
キ
ロ
ほ
ど
あ
り
、
十
二
所
は
ち
よ

（
型
）

う
ど
そ
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。
加
え
て
、
十
二
所
に
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
山
谷
家
が
蓮
荘
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
休
息
の
た
め
日
襄
が
立
ち
寄
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）

八
、
題
目
を
揮
毫
し
た
の
は
誰
か
。
本
騰
院
日
鑿
の
存
在

－57－



本
研
究
で
は
、
由
来
不
明
と
な
っ
て
い
る
題
目
碑
二
基
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
目
的
を
間
接
的
な
資
料
か
ら
考
察
し
た
。
そ
の
結

果
、
刑
場
で
処
刑
さ
れ
た
人
や
戊
辰
戦
争
の
戦
没
者
、
自
然
災
害
に
よ
る
横
死
者
の
供
養
碑
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ

ま
た
、
日
蕊
に
は
一
種
の
感
応
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
、
蓮
荘
寺
十
八
世
桑
山
泰
啓
の
手
記
に
は
、

明
治
六
年
、
大
旱
魅
の
時
、
蓮
荘
寺
十
七
世
帰
一
上
人
（
本
騰
院
日
霊
）
の
夢
枕
に
長
木
川
駒
利
屋
（
コ
マ
リ
舎
）
に
棲
む
竜
神

（
認
）

の
お
告
げ
あ
り
、
上
人
は
竜
神
の
渕
に
法
華
経
全
部
の
一
字
一
石
経
を
沈
め
て
祈
祷
し
た
と
こ
ろ
、
や
が
て
大
雨
が
降
っ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
に
渡
部
海
浩
師
の
証
言
に
あ
っ
た
「
首
切
り
場
も
あ
り
、
そ
の
因
縁
を
感
じ
、
こ
れ
を
供
養
す

る
意
味
合
い
も
題
目
碑
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
日
竪
が
な
ん
ら
か
の
因
縁
を

感
じ
取
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
日
鑿
が
題
目
を
揮
毫
し
た
と
決
定
づ
け
る
た
め
筆
跡
を
照
合
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
、
蓮
荘
寺
に

御
本
尊
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
秋
田
県
日
蓮
教
団
史
』
に
よ
れ
ば
、
日
竪
は
蓮
荘
寺
の
住
職
に
就
任
す
る
以
前
に
大
本

（
割
）

山
本
能
寺
塔
頭
龍
雲
院
と
福
井
県
高
照
寺
で
住
職
を
し
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
御
本
尊
や
お
題
目
が
書
か
れ
た
も
の
が
現
存

し
て
い
な
い
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
歴
代
住
職
に
は
名
前
が
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
現
状
、
今
回
調
査
し
た
題
目
碑

の
題
目
が
日
鑿
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
も
の
か
は
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
題
目
碑
二
基
の
字
体
が
違
う
こ
と
に

つ
い
て
、
日
鑿
は
明
治
十
七
年
二
月
に
遷
化
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
桑
山
泰
啓
（
心
要
院
日
然
）
が
後
継
と
な
り
、
明
治
四
十
三
年

ま
で
住
職
を
務
め
て
い
る
。
題
目
碑
②
に
も
工
藤
民
藏
の
名
前
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
鑿
の
遷
化
し
た
後
、
再
び
蓮
荘
寺
の
住
職
に

揮
毫
を
依
頼
し
た
た
め
、
題
目
碑
の
字
体
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

九
、
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

秋
川
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
悲
吾
）
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題
目
碑
に
は
法
華
宗
の
檀
信
徒
以
外
の
名
前
も
記
さ
れ
て
お
り
、
宗
旨
の
異
な
る
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

特
筆
さ
れ
る
。
当
時
、
十
二
所
に
は
蓮
荘
寺
の
檀
家
と
し
て
山
谷
家
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
信
者
が
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る

も
の
で
あ
り
、
明
治
十
年
前
後
あ
る
い
は
江
戸
時
代
か
ら
法
華
宗
な
ど
に
よ
る
布
教
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
建
立
の
目
的
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
さ
ら
な
る
資
料
の
発
掘
に
加
え
、
本

騰
院
日
鑿
が
書
い
た
御
本
尊
な
ど
の
捜
索
を
進
め
、
題
目
碑
の
筆
跡
と
照
合
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
の
日
蓮
系
教
団
に
よ
る
布
教
に

よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
可
能
性
な
ど
も
調
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
大
館
市
内
に
は
他
に
も
題
目
碑
が
い
く
つ
か

存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
の
比
較
か
ら
本
題
目
碑
の
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
考
え
る
。

最
後
に
な
る
が
、
本
研
究
で
は
多
く
の
方
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
貴
重
な

お
時
間
を
頂
戴
し
、
丁
寧
に
ご
回
答
い
た
だ
い
た
。
蓮
荘
寺
様
に
は
歴
代
上
人
に
関
す
る
資
料
や
過
去
帳
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

大
本
山
本
註
寺
塔
頭
龍
雲
院
様
、
福
井
県
高
照
寺
様
に
は
本
騰
院
日
鑿
上
人
に
関
す
る
調
査
に
、
長
興
寺
様
に
は
過
去
帳
や
墓
地
の

調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
石
井
景
紀
氏
、
大
館
郷
土
博
物
館
の
学
芸
員
鳥
潟
幸
男
氏
、
小
坂
町
の
学
芸
員
安
田
隼
人
氏

に
は
様
々
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

ぞ
れ
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
も
肯
定
す
る
に
も
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
当
時
、
地
域
の
方
々
や
往
来
す
る
人
が
手
を
合
わ
せ
や

す
い
場
所
に
題
目
碑
が
た
て
ら
れ
、
建
立
か
ら
百
四
十
年
以
上
た
っ
た
今
で
も
供
養
や
祈
願
の
た
め
に
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
人
が
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
何
か
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
い
つ
で
も
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る
信
仰
の
対

象
で
あ
り
、
信
仰
の
場
と
な
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
題
目
の
揮
毫
に
つ
い
て
は
名
前
が
刻
ま

れ
て
い
る
工
藤
民
藏
と
の
関
連
か
ら
蓮
荘
寺
の
本
騰
院
日
聖
に
よ
る
も
の
と
推
測
し
た
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
決
定
的
な
資
料
を
見

出
す
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
憲
吾
）
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（
７
）
右
同

（
８
）
右
同

（
９
）
秋
田

（
岨
）
橋
本

（
ｕ
）
橋
本

（
吃
）
秋
田

（
喝
）
「
十
一

（
皿
）
大
館

（
喝
）
「
十
一

（
恥
）
長
興

（
Ⅳ
）
大
館

（
略
）
「
十
一

右
同
秋
田

（
１
）
「
法
華
宗
年
表
」
（
法
華
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
）
二
一
頁

（
２
）
「
法
華
宗
年
表
」
（
法
華
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
）
一
四
五
頁

（
３
）
「
法
華
宗
年
表
」
（
法
華
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
）
一
九
三
頁

（
４
）
『
法
華
宗
年
表
」
（
法
華
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
）
二
二
五
頁

（
５
）
大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
「
大
館
市
史
編
さ
ん
調
査
資
料
第
十
二
集
石
造
紀
年
物
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
四
十
九
年
五
月
発
行
）

（
６
）
筆
者
の
聞
き
取
り
調
査
よ
り

注

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
懲
吾
）

市
「
秋
田
市
史
第
三
巻
近
世
通
史
編
」
（
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
発
行
）
六
九
七
頁

橋
本
宗
彦
編
纂
「
秋
田
沿
革
史
大
成
下
巻
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
十
日
発
行
）
九
三
五
頁

橋
本
宗
彦
編
纂
「
秋
田
沿
革
史
大
成
下
巻
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
十
日
発
行
）
九
三
七
頁

秋
田
県
編
集
「
秋
田
県
史
三
巻
」
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
三
十
日
発
行
）
五
十
頁

「
十
二
所
郷
土
読
本
」
二
巻
（
十
二
所
公
民
館
・
一
九
七
四
年
）
九
五
頁

大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
集
「
大
館
市
史
」
第
五
巻
（
昭
和
五
三
年
三
月
十
日
発
行
）
二
○
頁

「
十
二
所
郷
土
読
本
」
一
巻
（
十
二
所
公
民
館
・
一
九
七
四
年
）
四
九
・
五
一
頁

長
興
寺
の
副
住
職
に
確
認
し
た
が
不
明
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。

大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
集
「
大
館
市
史
」
第
二
巻
（
昭
和
五
三
年
三
月
十
日
発
行
）
一
○
七
頁

「
十
二
所
郷
土
読
本
」
二
巻
（
十
二
所
公
民
館
・
一
九
七
四
年
）
六
五
頁
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（
釦
）
笹
尾
哲
雄
『
秋
田
県
日
蓮
教
団
史
」
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
十
日
発
行
）
二
六
頁

（
副
）
蓮
荘
寺
「
歴
代
上
人
簿
」

（
副
）
蓮
荘
寺
「
歴
代
上
‐

（
四
）
蓮
荘
寺
「
歴
代
上
人
簿
」

（
羽
）
大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
集
「
大
館
市
史
」
第
五
巻
二
六
頁
（
原
典
の
『
十
八
世
桑
山
泰
啓
明
治
三
十
一
年
道
中
記
余
白
」

に
は
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
型
）
笹
尾
哲
雄
「
秋
田
県
日
蓮
教
団
史
」
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
十
日
発
行
）
二
五
頁

（
翌
蓮
荘
寺
「
過
去
帳
」

秋
田
県
大
館
市
十
二
所
の
題
目
碑
に
つ
い
て
（
渡
部
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吾
）
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